
（歳入） 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 23,337千円

（歳出） 地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費 522,380千円

【社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国・道支出金 地方債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

164,222 116,531 395 3,469 43,827

42,163 192 1,000 759 2,949 37,263

99,460 34,091 10,392 4,032 50,945

305,845 150,814 1,000 11,546 10,450 132,035

72,247 16,203 4,111 51,933

45,672 599 3,306 41,767

65,429 9,522 4,100 51,807

183,348 26,324 0 0 11,517 145,507

9,514 1,777 5,788 143 1,806

6,505 150 466 5,889

17,168 341 6,450 761 9,616

33,187 2,118 0 12,388 1,370 17,311

522,380 179,256 1,000 23,934 23,337 294,853

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

平成28年度一般会計決算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費

区分 事業名
平成28年度
決算額

財源内訳

特定財源 一般財源

合計

社会福祉

障害者福祉事業

高齢者福祉事業

児童福祉事業

小計

社会保険

国民健康保険事業

介護保険事業

後期高齢者医療事業

小計

保健衛生

医療施策事業

疾病予防対策事業

健康増進対策事業

小計


